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１ 計画策定の概要と背景 

わが国では、急速な出生率の低下と高齢化率の上昇により、世界に先駆けて超高

齢社会に突入しています。2025 年には団塊の世代が 75 歳以上の後期高齢者となり、

心臓病、高血圧性疾患、糖尿病などの生活習慣病や要介護認定者が増加し、国全

体として医療費と介護給付費は増加し続けることが見込まれています。この社会課題

に対処するため、国民一人ひとりの個性を大切にし、多様なライフスタイルに応じて、

健康寿命を延伸し、心豊かに生活できる持続可能な社会の実現に向けた実効性の

ある健康づくりの取組を推進する必要があります。 

本市では、「健康日本 21」及び「健康日本 21あいち計画」の方向性に基づき、平成

16年３月に「健康おかざき 21計画」（以下、第１次計画）を策定し、第 1次計画から得

られた課題をもとに、平成 26年３月に「健康おかざき 21計画（第２次）」（以下、第２次

計画）を策定しました。基本目標として「健康寿命の延伸」と「健康格差の縮小」を掲げ、

「生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底」、「ライフステージに合わせた健康づく

りの推進」、「健康づくりを支える社会の構築」の３つの柱で取り組んできました。計画

の評価として、令和５年度に第２次計画の最終評価を実施し、様々な課題がみえてき

ました。 

それらの課題の解決に向けた取組を行うため、「健康おかざき 21計画（第３次）」を

策定します。 

２ 計画の期間 

  

健康おかざき21計画（第３次）が目指す健康づくり 

第 1章 

H16（2004）～H25（2013） 

健康おかざき 21計画（第１次） 

H24 
最終評価 

H26（2014）～R6（2024） 

健康おかざき 21計画（第２次） 

R5 
最終評価 

R7（2025）～R17（2035） 

健康おかざき 21計画（第３次） 

R16 
最終評価 

H30 
中間評価 

R10 
中間評価 
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３ 計画の位置づけ 

⑴ 国・愛知県が策定した計画との関係 

令和５年５月に告示された、国の「国民の健康の増進の総合的な推進を図るため

の基本的な方針の全部を改正する件」に基づく「21 世紀における第三次国民健康づ

くり運動（健康日本 21（第３次））」（令和６年度から令和 17 年度）において、すべての

国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現のため、「健康寿命の延

伸及び健康格差の縮小」を国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向のひと

つとして掲げています。 

また、令和６年３月に公表された愛知県の「第３期健康日本 21あいち計画」（令和

６年度から令和 17年度）では、基本目標として「健康長寿あいちの実現（健康寿命の

延伸と健康格差の縮小）」を掲げています。 

本市の計画においても、基本目標を「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」とし、

国・県の計画と整合性を持った内容としています。 

 

⑵ 第７次岡崎市総合計画との関係 

岡崎市は、30 年先の岡崎のあるべき将来都市像「一歩先の暮らしで三河を拓く中

枢・中核都市おかざき」を実現するために、長期的な展望のもと、まちづくりの「基本

指針」と「分野別指針」から構成される総合計画を策定しました。健康おかざき 21 計

画（第３次）は、この第７次岡崎市総合計画の分野別指針のひとつである「健康で生

きがいをもって活躍できる社会づくり」を実現する行動計画でもあります。 

本計画は、市の関連する計画とも整合性を持ち、目指すべき姿”健やかで心豊か

なまち おかざき”を実現するための「健康づくり」を市民、団体、行政が協働して進め

ていくためのものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合政策指針

未来投資計画

個別計画

将来都市像

基本指針

都市のグランドデザイン

分野別指針

分野別の主な取組

将来投資パッケージ

(10)(9)(8)(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

(10)(9)(8)(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

(4)(3)(2)(1)

第7次岡崎市総合計画

30年先を見据えた
10年間の政策指針

将来都市像の現実に向けた
10年間の推進事業パッケージ

（中間年で見直し）

分野別指針を踏まえた
個別分野の各計画

健康おかざき 21計画に関連する分野別指針 

⑸ 健康で生きがいをもって活躍できる社会づくり 
後期高齢者の急激な増加を迎える中にあっても、各主体が我が事として活躍
する地域共生社会の実現により保健・医療・福祉・地域が一体となって取り組
むことで、誰もが生きがいや役割をもって活躍できるまちを目指します。 



 
3 
 

４ 岡崎市の現状 

⑴ 人口推移 

 岡崎市の総人口は、令和７年まで微増するものの令和 12年以降は徐々に減少

していくことが予想されています。 

 65歳未満の人口は、令和 22年まで年々減少していくことが予想されています。 

 人口に占める高齢者の割合は、令和 22年まで増加していくことが予想されてい

ます。 

<人口の将来推移> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<前期高齢者および後期高齢者人口割合の将来推移> 

 
 

出典：岡崎市将来推移人口 報告書（令和６年３月） 
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⑵ 出生数・死亡数の推移 

 出生数は、平成 23年頃まで大きな減少は見られておらず、高い出生数が維持

されていましたが、平成 24年以降は年々減少しており、平成 13年の出生数が

3,874 人であったのに対して、令和４年の出生数は 2,858 人と約 1,000 人少な

い状況です。 

 死亡数は、平成 13 年頃から年々増加傾向にあります。平成 13 年の死亡数が

1,955人であったのに対して、令和４年の死亡数は 3,487人と約 1.8倍に増加し

ている状況です。 

<出生数と死亡数の年次推移> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：岡崎市統計ポータルサイト 人口・世帯数・人口動態 
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■岡崎市健康・食育キャラクター「まめ吉」■ 

 まめ吉は、健康づくりや食育に関する情報を紹介する「岡崎市健康・食育キャラクター」

です。健康づくりや食育キャンペーンなどに登場し、健康づくりを応援します。 

 

 

 

好きな食べ物： 

八丁味噌󠄀 

岡崎産の野菜と果物 

岡崎市生まれ 

マメ科の男の子 

（推定５歳） 

誕生日： 

12 月 12 日 

特技： 

まめ吉体操 

出会った人を笑顔にできる 
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⑶ 高齢化率の推移 

 岡崎市の高齢化率は、平成 12 年から令和 12 年まで経年的に増加していくこ

とが予想されており、平成 12 年は 13.3％であったのに対して、令和 12 年は

26.3％と約２倍に増加することが想定されています。 

 岡崎市の高齢化率の推移は、国や県と比べて低く推移しています。 

<高齢化率の推移> 

 

出典：平成 12年～令和２年は国勢調査 

令和７年と令和 12年は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来

推計人口」 （令和５年推計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3
15.1

18.0

21.6
23.6

24.9
26.3

14.5

17.3

20.3

23.8
25.3

26.1 27.3

17.3

20.1

23.0

26.6
28.6

29.6
30.8

0

5

10

15

20

25

30

35

H12 H17 H22 H27 R2 R7 R12

岡崎市 愛知県 全国

(%)

(年)



 
6 
 

⑷ 死因別死亡割合 

 岡崎市における死因別死亡割合（令和４年）は、悪性新生物が 26.0％と最も高

く、２番目に高かったのは心疾患で 13.2％、次いで老衰の 12.3％でした。 

<死因別死亡割合> 

 
出典：岡崎市保健所 令和４年 岡崎市人口動態統計報告書 

 

 

 

 

 

 

  

■岡崎市健康・食育キャラクター「まめ吉」とまめ吉家族■ 

 まめ吉とまめ吉家族は、岡崎げんき館にある「まめまめファーム」に住んでいます。 

 

 

 

お父さん 

（まめ夫） 

おばあちゃん 

（まめ乃） 

おじいちゃん 

（まめ之助） 

いもうと 

（まめみ） 

お母さん 

（まめ子） 
まめ吉 
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⑸ 医療費の推移 

 本市の国民健康保険被保険者（国保被保険者）の一人当たり医療費は、平成

30 年で月 22,868 円（年間：274,416 円）であったのに対して、令和４年で月

25,843円（年間：310,116円）と増加しています。 

 令和４年度の国保被保険者の一人当たり医療費は、国より低く、県と同程度の

状況です。 

<総医療費と生活習慣病総医療費の推移（国保）> 

 

 

 

 

 

 

 

出典：岡崎市第 3 期データヘルス計画 

 

⑹ 要介護認定者数の推移と将来推計 

・ 令和５年の本市の要介護（要支援）認定者数は 15,471 人で、年々増加傾向で

す。今後も 75歳以上人口の増加に伴い、令和 22年頃までは認定者数が増加

していく見込みです。 

<要介護認定者数の推移と将来推計（各年９月 30 日時点、2024 年以降が推計値）> 
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23,776 23,507

25,214 25,843

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

H30 R1 R2 R3 R4

総医療費と生活習慣病総医療費の推移（国保）

総医療費 生活習慣病(10疾病)総医療費 保険者1人当たり医療費

（百万円） （円）

（年度）
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５ 健康おかざき 21計画（第２次）最終評価の結果 

令和５年度に実施した第２次計画の最終評価では、95 指標のうち、「目標を達成

（A）」または「策定時より改善（B）」と評価された指標が 55 指標（全体の 57.9％）でし

た。しかしながら、第２次計画の中間評価（アンケート調査：平成 30 年）では、99 指標

の内、目標達成または改善と評価された指標が全体の 60.6％であり、良い結果であ

った指標の割合が最終評価で減少していました。 

全体的な改善は認められたものの、指標のうち、分野２栄養・食生活分野、分野３

身体活動・運動分野において、「策定時より悪化（D）」の評価となったものが多い結果

となりました。この２つの分野は、生活習慣病予防のための健康づくりの取組として鍵

となる分野であり、これらの指標が次期計画においても改善しない場合、基本目標の

指標の悪化につながる恐れがあります。 

これらのことから、本計画では、第２次計画で確認された、「悪化した指標」が改善

され、「改善した指標」が維持できるような、より実効性の高い取組を実施していきま

す。 
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<第２次計画の最終評価> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価区分 評価基準（数値目標） 評価基準（増減目標） 

A 

(達成) 

最終評価値が目標値を 

達成している 

(達成率：90％以上) 

最終評価値が十分に策定時の値より改善している 

(第２次計画策定時から 10%以上の変化がある場合) 

B 

(改善) 

最終評価値が策定時の 

値より改善している 

(達成率：10％以上 90％未満) 

最終評価値が誤差の範囲を超えて策定時の値より

改善している 

(第２次計画策定時から２%以上～10％未満の変化

がある場合) 

C 

(変化 

 なし) 

最終評価値が策定時の値 

から変化がみられない 

(達成率：-10％以上 10％未満) 

最終評価値が誤差の範囲内において策定時の値

から変化がみられない 

(第２次計画策定時から－５％～２%未満の変化が

ある場合) 

D 

(悪化) 

最終評価値が策定時の 

値より悪化している 

(達成率：-10％未満) 

最終評価値が誤差の範囲を超えて策定時の値より

悪化している 

(第２次計画策定時から－５％以下の変化がある場

合) 

E 

(評価 

 不能) 

基準や指標の変更等により 

評価が困難 
基準や指標の変更等により評価が困難 

「数値目標」の達成率の定義：[(最終評価値-策定時の値)/(目標値-策定時の値)]×100 

「増減目標」の変化率の定義：(最終評価値-策定時の値)/策定時の値×100 

※なお、策定時の値による評価が不可能であった場合は、中間評価時の値を使用して評価

を行っている。 

28.4

50.0

71.4

20.0

62.5

60.0

9.1

17.6

18.5

29.5

12.5

14.3

60.0

25.0

20.0

27.3

11.8

44.5

75.0

13.7

66.7

12.5

20.0

18.2

23.5

7.4

25.0

26.3

33.3

25.0

14.3

20.0

12.5

45.4

41.2

25.9

2.1

5.9

3.7

0 20 40 60 80 100

全体

健康づくりを支える社会の構築

分野8 健やかな親子

分野7 歯と口の健康

分野6 アルコール

分野5 たばこ

分野4 栄養・こころの健康

分野3 身体活動・運動

分野2 栄養・食生活

分野1

基本目標

A B C D E

(%)

分野１ 生活習慣病の発症予防と

重症化予防の徹底
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目指すべき姿及び目標設定 
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第2章 健康おかざき21計画（第3次）の目指すべき姿及び目標設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 目指すべき姿 

健やかで心豊かなまち おかざき 

「健康おかざき 21 計画（第３次）」では、「市民一人ひとりが持つ多様な特性を尊重

し、それぞれのライフスタイルに応じて健康の維持・増進を図ることで、誰一人取り

残さず心身ともに健康な状態をつくり出し、健やかで心豊かに過ごせること」を目指

すべき姿とし取り組みます。 

 

２ 基本目標 

健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

本計画の目指すべき姿「健やかで心豊かなまち おかざき」を実現させるために、

岡崎市民一人ひとりが健康的なライフスタイルを実践し、健康状態を改善・維持す

ることだけでなく、それらを促すまちの社会環境の質の向上を通じて、健康寿命の

延伸と健康格差の縮小を目指していきます。 

 

  

健康おかざき21計画（第3次）の 

目指すべき姿及び目標設定 
 

第 2章 
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▶ 指標 

指標 現状値 目標値 

健康寿命 
男性 81.04年 平均寿命増加分を 

上回る健康寿命の増加 女性 85.56年 

自分が健康であると思う人の割合 78.4％ 85％以上 

毎日が楽しいと思う人の割合 81.7％ 85％以上 

 

▶ 現状と課題 

⑴ 健康寿命と平均寿命 

健康寿命とは、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期

間」のことです。厚生労働省が公開している「健康寿命算定プログラム」を用いて算

出することができます。 

また、平均寿命とは「０歳における平均余命」のことを指しています。 

国の健康寿命算定プログラム（介護保険の要介護認定者数に基づく推計値）を使用 

 

（参考）愛知県と国の平均寿命（年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省 都道府県別生命表の概況  

岡崎市 平均寿命 健康寿命 不健康な期間の平均 

男性 
H25 80.35年 79.13年 1.22年 

R6 82.20年 81.04年 1.16年 

女性 
H25 86.28年 83.50年 2.79年 

R6 88.34年 85.56年 2.78年 

 愛知県 国 

H17 
男 79.1年 78.8年 

女 85.4年 85.8年 

H22 
男 79.7年 79.6年 

女 86.2年 86.4年 

H27 
男 81.1年 80.8年 

女 86.9年 87.0年 

R2 
男 81.8年 81.5年 

女 87.5年 87.6年 
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⑵ 自分が健康であると思う人の割合 

自分が健康であると思う人の割合は、第２次計画策定時から大きな改善が見ら

れていません。特に、60 歳以上の者は「自分が健康であると思うか」の問いに対

し、「そう思う」「どちらかと言えばそう思う」と回答した者の合計値が少ない現状に

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 毎日が楽しいと思う人の割合 

毎日が楽しいと思う人の割合は、目標値には達していないものの、第２次計画

策定時からは改善しています。全体では 81.9％でしたが、20・30 歳台は目標値

である 85％以上を達成しています。。 

  

6.1 4.4 3.0 4.0 3.2 7.4 10.7

15.4
12.3 14.7 15.2 15.0

15.7
16.7

51.4

38.1

54.7
57.6

50.9
52.7 49.0

27.1

45.2

27.6 23.2
30.9

24.2 23.6

0

20

40

60

80

100

全体

(n=1960)

20歳代

(n=155)

30歳代

(n=225)

40歳代

(n=349)

50歳代

(n=346)

60歳代

(n=389)

70・80歳代

(n=496)

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない（％）

2.8 3.9 0.9 4.4
2.7 2.6 2.6

15.3 8.4 12.6
16.9 17.5 14.8 16.4

63.0

55.2 57.4

62.4 62.6 67.3 65.3

18.9

32.5 29.1

16.3 17.2 15.3 15.7

0

20

40

60

80

100

全体

(n=1900)

20歳代

(n=154)

30歳代

(n=223)

40歳代

(n=343)

50歳代

(n=337)

60歳代

(n=379)

70・80歳代

(n=464)

楽しい どちらかといえば楽しい どちらかといえば楽しくない 楽しくない（％）

健康おかざき 21 計画（第２次）最終評価（令和５年度） 

 

健康おかざき 21 計画（第２次）最終評価（令和５年度） 

 

「自分が健康であると思うか」 

「毎日が楽しいと思うか」 
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３ 基本方針 

本計画では、基本目標として設定した「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」を実現

するために、２つの基本方針「疾病予防のための自律性の向上及びライフスタイルの

定着」と「自然に健康になれる環境づくり」を掲げ、ライフコースアプローチを踏まえた

実効性の高い取組を行っていきます。 

 

基本方針 目指す姿 

Ⅰ 疾病予防のための自律性 

の向上及びライフスタイル

の定着 

疾病予防のために、誰もが生き生きと運動、食

事、休養などの健康づくりに取り組み、健康的な

生活習慣を身につけられるまちを目指します。 

Ⅱ 自然に健康になれる  

環境づくり 

積極的に健康づくりに取り組む人だけでなく、健

康づくりへの関心が低い人や取り組む時間が確

保できない人も、知らず知らずのうちに健康づくり

に取り組めるような環境整備を行います。 

 

基本方針Ⅰ「疾病予防のための自律性の向上及びライフスタイルの定着」におい

ては、取組内容に「生活習慣病の発症予防と重症化予防」、「栄養・食生活」、「身体

活動・運動」、「休養・こころの健康」、「たばこ」、「アルコール」、「歯と口の健康」の７分

野に分けて、市民が個々に取り組む必要がある内容について設定します。 

基本方針Ⅱ「自然に健康になれる環境づくり」においては、積極的に健康づくりに

取り組む人だけでなく、健康づくりに関心の薄い人や、取り組む時間が確保できない

人も、知らず知らずのうちに健康づくりに取り組めるような環境整備に向けて、「歩く環

境づくり」、「地域コミュニティへの参加」、「働き世代の健康づくり」、「食環境づくり」の

４分野を設定します。 

  

▶ ライフコースアプローチによる健康づくり 

  ライフコースアプローチとは、胎児期から高齢期に至るまでの健康を経時的に捉

え、生涯を通じて健康を維持・増進するための考え方です。人生 100年時代が本格的

に到来する我が国において、子どものころから健康づくりに取り組み、規則正しい生

活習慣を確立することは、青年期以降のより良い生活習慣の継続や健康意識の向

上、さらには、高齢期の身体機能の維持につながり、健康寿命の延伸に貢献すること

になります。本計画においても、各分野にライフコースアプローチの観点を取り入れた

内容としています。 
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健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

「ラ
イ
フ
コ
ー
ス
ア
プ
ロ
ー
チ
」に
よ
る
健
康
づ
く
り 

人の健康は 

つながっている 

健やかで心豊かなまち おかざき 

目指すべき姿 

基本目標 

基本方針 

Ⅰ 疾病予防のための自律性の向上及び 

ライフスタイルの定着 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 自然に健康になれる環境づくり 

 

分野① 生活習慣病の発症予防と重症化予防 

分野② 栄養・食生活 

分野③ 身体活動・運動 

分野④ 休養・こころの健康 

分野⑤ たばこ 

分野⑥ アルコール 

分野⑦ 歯と口の健康 

 

分野① 歩く環境づくり 

分野② 地域コミュニティへの参加 

分野③ 働き世代の健康づくり 

分野④ 食環境づくり 
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▶ Smart Wellness Cityの考え方との関係 

本市は、平成 29年に Smart Wellness City（スマートウエルネスシティ）首長研究会

に加盟し、その考え方を取り入れた健康づくりの取組を推進しています。 

スマートウエルネスシティとは「ウエルネス（健幸：個々人が健康かつ生きがいを持

ち、安心安全で心豊かな生活を営むこと）」をまちづくりの中核に位置付け、住民が健

康で元気に幸せに暮らせる新しい都市モデルを指します。 

かつてない少子高齢・人口減少社会に突入しつつある今、「多面的な広義の健康

政策」で「そこに住むだけで自然と健幸になれるまちづくり」の重要性が高まっていま

す。身体の健やかさはもちろん、一人ひとりの心のあり方にも着目した「健幸」を、まち

づくりを通して実現するのが、スマートウエルネスシティの目指すところです。 

生活習慣病の予防には、運動や食事などの生活習慣だけではなく、人々の健康知

識や地域の絆、歩きたくなるまちの環境やまちの賑わい等様々な要因が関わってい

ることが明らかとなっています。 

地域の住民が心身ともに健全に過ごすサポートを行うウエルネスシティには、住民

と行政の双方にメリットがもたらされます。例えば、住民には生きがいや豊かな生活、

行政にとっては医療費・介護費の適正化効果等が期待できます。 

参考：http://www.swc.jp/about/about1/ 

 

 

出典：スマートウエルネスシティ首長研究会 HPより 
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分野① 生活習慣病の発症予防と重症化予防 

▶ 目指す姿 

 

 

 

 

市民が意識すること 

乳幼児期 
⚫ 早寝・早起き・朝ごはんの習慣をつける 

学齢期 

青年期 
⚫ 生活リズムを整えて健康的な生活習慣を身につける 
⚫ 定期的に健康診断やがん検診等を受ける 
⚫ 健康づくりに関する正しい情報を収集し、知識を身につける 

中年期 

高齢期 

 

▶ 指標 

指標 現状値 目標値 

がん検診受診率 

40～69歳 

胃がん 43.9％ 60％以上 

肺がん 36.3％ 60％以上 

大腸がん 43.0％ 60％以上 

20～69歳(女性) 子宮頸がん 40.2％ 60％以上 

40～69歳(女性) 乳がん 47.9％ 60％以上 

特定健康診査実施率 46.0％ 60％以上 

特定保健指導実施率 23.5％ 60％以上 

75歳未満のがんの年齢調整死亡率 
男性 67.5％ 減少 

女性 46.7％ 減少 

脳血管疾患の年齢調整死亡率 
男性 26.4％ 減少 

女性 17.5％ 減少 

虚血性心疾患の年齢調整死亡率 
男性 23.5％ 減少 

女性 9.3％ 減少 

収縮期血圧の平均値 
男性 127.3 mmHg 122.3 mmHg以下 

女性 123.2 mmHg 117.2 mmHg以下 

基本方針Ⅰ 疾病予防のための自律性の向上及びライフスタイルの定着 

健康づくりの重要性を認識し、病気についての 

正しい知識を身につけ行動する 
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LDL コレステロール 160 ㎎/dl 以上
の人の割合 

男性 9.3％ 7％以下 

女性 12.6％ 10％以下 

糖尿病有病者割合 

男性 11.3％ 9％以下 

女性 7.5％ 5％以下 

全体 9.5％ 7％以下 

糖尿病治療継続者の割合 63.6％ 75％以上 

血糖コントロール不良者の割合 0.9％ 維持 

メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合 28.9％ 21％以下 

 

▶ 現状と課題 

・ 特定健康診査受診率と特定保健指導実施率は、第２次計画策定時から改善して

いますが、各種がん検診の受診率が悪化しました。受診率が減少した要因の一つ

として、新型コロナウイルス感染症（以下、「コロナ」と言う。）の流行による影響が

考えられます。今後は各種健診・検診の受診率の向上のために、改めて受診の必

要性について周知を行っていく必要があります。 

・ 男性における主な死因の標準化死亡比は、全国と比較していずれの死因も低い

傾向にありますが、女性における主な死因の標準化死亡比は、その他の虚血性

心疾患（126.8）、脳梗塞（118.3）、脳血管疾患（109.9）が全国と比較して高い傾向

にありました。また、メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合が第２次計画

策定時から悪化しており、長期的にみると、心疾患・脳血管疾患のリスクとなるメタ

ボリックシンドロームをはじめとした生活習慣病を予防するための取組が必要です。 

岡崎市における主な死因の標準化死亡比※（令和４年） 

※標準化死亡比：値が 100 を超える場合は国平均より死亡率が高く、100 未満の場合は全国平均より

死亡率が低いと判断する。 

 

出典：愛知県衛生研究所 



 
19 
 

▶ 具体的な取組 

障がい福祉課 障がい者健康診査 

長寿課 「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」事業 

国保年金課 

特定健康診査、特定保健指導、高血圧症重症化予防事業、糖尿

病性腎症重症化予防事業、糖尿病重症化予防事業、健康情報

の普及啓発 

医療助成室 健康診査 

保健政策課 

出前講座の実施、おかざき健康子まめチャレンジの実施、健康づ

くりサポート施設における健康情報の発信、岡崎市健康・食育キ

ャラクターまめ吉の SNSによる啓発、まめ吉体操を利用した啓発 

健康増進課 

がん検診の土日開催や子宮がん検診時の託児事業、全国健康

保険協会愛知支部との協働による被扶養者へのがん検診案内

通知、がん検診精密検査受診勧奨、イベントでの啓発、協定企業

との協働啓発、教育現場等への出前講座、プレコンセプションケ

アに関する普及啓発事業 

保育課 園児の内科検診、肥満度調査、保護者向け健康教育 

学校指導課 健康診断、学級活動での保健教育、保健体育の授業 

 

 

 

 

 

 

 

  

■おかざき健康子まめチャレンジの実施■ 

 

 

 

 

 市内年長児から中学 3 年生向けに作成している、

健康づくりに関するチャレンジシートです。規則正し

い生活習慣の確立のため、就寝時間、朝食での野菜摂

取などの目標を設定し、早寝早起き朝ごはんの啓発を

実施しています。 
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健康的なライフスタイルは、がん、高血圧、糖尿病などの生活習慣病を予防するこ

とができます。しかしながら、我が国には、健康づくりに関する無関心層が住民の７割

を占めているとの報告があります。そのため、無関心層にも健康づくりの重要性を認

識し、病気についての正しい知識を身につけてもらうことが重要です。 

各種健診・検診を受けることは、疾病の早期発見につながります。健診・検診を受

けていないことで身体の変化に気づけず、知らない間に、生活習慣病が進行する可

能性があります。健診結果を通じて健康状態を把握することは、健康知識の向上に

つながり、自身のライフスタイルを見つめ直す良い機会となります。 

 また、無関心層に情報を届けるためには、身近な家族や友人等からの口コミが効果

的とされています。本市では、2018 年から健康情報を大切な人に伝える伝道師(イン

フルエンサー)という、新たな社会的役割を担う「健幸アンバサダー」を養成しています。

健幸アンバサダーが正しく分かりやすい情報を提供し、生活の中で健康情報が自然

に耳に入るよう、あらゆる場面において口コミで健康情報をお伝えしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康情報のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

～健康ワンポイント コラム～ 
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分野② 栄養・食生活 

▶ 目指す姿 

 

 

 

市民が意識すること 

乳幼児期 ⚫ １日３回の食事のリズムを整える 

学齢期 ⚫ 質・量ともにバランスの良い食事をする 

青年期 
⚫ 主食・主菜・副菜がそろった食事をする 
⚫ 自分の適正体重を把握し、健康的な食生活を送る 

中年期 

高齢期 

 

▶ 指標 

指標 現状値 目標値 

朝食を毎日食べる人の割合 

小学５年生 90.9％ 98％以上 

高校２年生 80.8％ 90％以上 

20～39歳 66.4％ 増加 

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が１日２回以上
の日がほぼ毎日の人の割合 

51.6％ 60％以上 

毎日の食事で塩分を摂りすぎないように工夫している
人の割合 

43.3％ 48％以上 

1日あたりの野菜摂取量 202.0ｇ 350ｇ以上 

1日あたりの果物摂取量が 100～200ｇの人の割合 27.7％ 増加 

中等度・高度肥満の傾向の 
ある子どもの割合 

小学５年生 男子 6.5％ 減少 

小学５年生 女子 4.0％ 減少 

肥満者の割合（BMI25以上） 
20～60歳男性 29.2％ 25％以下 

40～60歳女性 14.7％ 12％以下 

若年女性のやせの割合 
（BMI18.5未満） 

20～39歳 19.3％ 15％以下 

低栄養傾向の高齢者の割合（BMI20以下） 21.3％ 減少 

毎食野菜を取り入れ、 

1 日３食バランスよく食べる 
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適正体重を確認し、定期的に体重を測定している 
者の割合 

67.8％ 70％以上 

骨粗しょう症検診受診率 24.3％ 増加 

 

▶ 現状と課題 

・ 小学生において、朝食欠食者の割合が第２次計画策定時よりも増加しました。朝

食摂取率の向上には、小学生本人だけでなく、保護者も朝食摂取の大切さを理解

し、家族で取り組んでもらうことが重要です。そのため、子どもとその保護者が朝食

摂取の重要性について理解を深めるための啓発が必要になります。 

・ 若年女性のやせの割合が第２次計画策定時よりも増加しました。一方で、小学５

年生の中等度・高度肥満の傾向のある子どもの割合は増加しました。そのため、

学齢期・青年期において、適切なエネルギー摂取とバランスの良い食生活に関す

る正しい知識を身に着け、習慣化させるための取組が必要になります。 

 

▶ 具体的な取組 

多様性社会推進課 家庭参画講座 

ふくし相談課 生活困窮者等のための地域づくり事業 

長寿課 「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」事業 

国保年金課 健康情報の普及啓発 

保健政策課 

三河武士ごはんの提供、健康づくりサポート施設 健康気配

りメニュー提供施設の登録、野菜を食べよう大作戦の実施、

おかざき健康・食育だより「まめ吉通信」の発行 

健康増進課 
出前講座、離乳食教室、特定給食施設における指導、啓発、

プレコンセプションケアに関する普及啓発事業 

保育課 園児・保護者に対する栄養・食生活全般についての指導 

教育政策課 学校給食の提供 

学校指導課 学級活動での保健教育、家庭科の授業 

 

 

 

  

■野菜を食べよう大作戦の実施■ 

 

 

 

 

８月 31 日の野菜の日及び９月の健康増進普及月間

において、園やスーパー、飲食店等で啓発を実施して

います。 
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毎日朝食を食べることで、体温が上昇し、日中の身体や脳を活動的に保ち、生活リ

ズムを整える効果が期待できます。一方で、朝食を食べないとエネルギー不足により

集中力が低下し、身体がだるく感じることが増えていきます。さらに、肥満や糖尿病の

発症リスクが高まる可能性もあります。第２次計画最終評価で課題として挙がってい

る子どもたちの朝食摂取率の向上には、子どもだけでなく、その保護者に対しても朝

食摂取の重要性を伝え、家族全体で取り組むことが重要です。 

 

 

また、10～30 歳代の若年女性のやせは、貧血や月経不順といった健康問題と密

接に関わっており、次世代の子どもたちの将来の生活習慣病発症リスクを高める可

能性があることが近年わかってきました。そのため、近年「プレコンセプションケア」、

つまり「妊娠前の健康管理」が注目されています。プレコンセプションケアは、①若い

世代の健康を増進し、より質の高い生活を実現すること、②若い世代の男女が将来

より健康であること、③質の高い生活を実現することで、より健全な妊娠・出産の機会

を増やし、次世代の子どもたちをより健康にすることを目的としています。性別を問わ

ず、誰もが正しい知識を持ち、適切な行動をとることで、次世代の子どもたちを守るこ

とにつながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

～健康ワンポイント コラム～ 

■おかざき健康・食育だより「まめ吉通信」の発行■ 

 

 

 

 

健康づくりや食育に関する情報を掲載したま

め吉通信を年数回作成し、市内年長児・小中学生

に、園・学校を通じて配付しています。 
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分野③ 身体活動・運動 

▶ 目指す姿 

 

 

 

 

市民が意識すること 

乳幼児期 
⚫ 身体を使った遊びを楽しく行う 

学齢期 

青年期 ⚫ 日常生活の中で、なるべく座る時間を減らす 
⚫ 息が弾み汗をかく程度の運動を行う 中年期 

高齢期 
⚫ 体力に見合った運動で楽しく身体を動かす 
⚫ 外出の機会を増やす 

 

▶ 指標 

指標 現状値 目標値 

日常生活における歩行数 
(１日あたり平均) 

20～64歳 
男性 7,459歩 8,000歩以上 

女性 5,689歩 8,000歩以上 

65歳以上 
男性 5,334歩 6,000歩以上 

女性 4,823歩 6,000歩以上 

運動習慣者の割合 

20～64歳 
男性 27.8％ 31％以上 

女性 16.6％ 19％以上 

65歳以上 
男性 38.2％ 42％以上 

女性 33.8％ 37％以上 

1週間の総運動時間（体育授業を除く）が
60分未満の子どもの割合（小学５年生） 

男子 7.9％ ４％以下 

女子 15.6％ ８％以下 

 

▶ 現状と課題 

・ 全世代・男女別において、日常生活における歩行数は国が推奨する歩数よりも少

ない状況です。また、運動習慣者（１回 30分以上の運動を週２回以上、１年以上続

けている人）の割合は、20～64歳では男女ともに 30％未満、65歳以上では男女と

日頃からこまめに動く 

日々の自分の活動量を振り返り、 
身体を動かす習慣を取り入れる 
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もに 40％未満と低い状況です。コロナの影響もあり、身体活動・運動を実施する機

会が減少しましたが、今後は市民一人ひとりが楽しみながら運動を実践できるよう

な啓発が必要となります。 

▶ 具体的な取組 

防犯交通安全課 ながら見守りの推進 

スポーツ振興課 

スポーツ大会等の開催（スポーツフェスティバル、おかざきマラソ

ン、市民駅伝競走大会等の開催）、ニュースポーツの推進、学校

体育施設の開放 

生涯学習課 定期講座（長期・中期・短期）の実施 

長寿課 

ごまんぞく体操、通いの場（いきいきクラブ・ふれあい健康クラ

ブ）、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」事業、シ

ルバー人材センター運営費補助業務、老人クラブ支援業務 

国保年金課 健康情報の普及啓発 

保健政策課 

ウォーキングアプリ「OKAZAKI♥まめぽ」の提供、クアオルト健康

ウォーキング、まめ吉体操による啓発、庁内におけるスニーカー

ビズの推進、市内ウォーキングコースの整備 

保育課 園児・保護者に対する保健指導・健康教育 

建設企画課 自転車を活用した健康意識の向上 

公園緑地課 
QURUWA エリア（籠田公園・中央緑道・桜城橋・乙川河川緑地）

の維持管理 

学校指導課 体育の授業、部活動 

 

 

 

 

 

 

  

■クアオルト®健康ウオーキングの実施■ 

 

 

 

 

クアオルト研究所の認定を受けたコース（クアの道）を、認定を受けたガ

イド（実践指導者）と共に、個人の体力に合わせて安全・効果的に歩くウオ

ーキング教室です。 

▶岡崎城跡周遊コース ▶下山いやしの里山コース 
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身体活動や運動の量が多い人は、少ない人と比較して、循環器疾患、２型糖尿病、

がん、加齢に伴う生活機能の低下（ロコモティブシンドロームや認知症など）、うつ病

などの発症リスクが低いことがわかっています。身体活動・運動の効果は、健康寿命

の延伸に大きく寄与するものと考えられます。 

さらに、「健康・医療・福祉のまちづくり」の取組の一つとして、歩く効果による年間

医療費の抑制効果が示されています。具体的には、「歩数１歩あたり 0.061 円」の削

減効果が報告されています。 

【取組の効果の事例】 

年間の医療費抑制効果 ＝ 歩行数の増加した住民数× １日当たりの歩数増加量 

× 0.061円／歩 × 365日 ※筑波大学 久野研究室による試算 

 

「健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023」（以下、運動ガイド 2023）では、成

人に対しては１日 60分以上（歩数にして約 8,000歩）、高齢者に対しては１日 40分以

上（歩数にして約 6,000 歩）歩くことが推奨されています。30 分連続して歩くことと、10

分ずつ３回に分けて歩くことの健康増進効果は同じであるとされています。加えて、運

動ガイド 2023より、身体活動・運動は歩行といった有酸素運動だけでなく、フレイル予

防として筋力トレーニングといった無酸素運動の実施の必要性も明記されました。家

族と話しながら笑顔で歩いたり、筋力トレーニングを行うことで、より効果が高まるとい

われています。日常生活の中で、自分のペースで取り組んでみてはいかがでしょうか。 

 
＜ロコモティブシンドローム＞ 
骨、関節、筋肉など、身体運動を可能にする運動器の障害によって自立度が低下し、介護が必要と

なる危険性が高い状態を指す。運動器機能低下症候群とも呼ばれる。 

 

＜フレイル＞ 

加齢に伴って身体的・精神的・社会的な機能が徐々に低下し、健康障害や要介護状態になるリスク

が高まった状態を指す。 

 

 

  

～健康ワンポイント コラム～ 



 
27 
 

分野④ 休養・こころの健康 

▶ 目指す姿 

 

 

 

 

市民が意識すること 

乳幼児期 
⚫ 必要な睡眠時間を確保し、しっかりと休養をとる 

⚫ 早寝・早起き・朝ごはんの習慣をつける 
学齢期 

青年期 

中年期 
⚫ 睡眠の質と量を高め、しっかりと休養をとる 

⚫ ストレスに気づき、適切な対処ができるようになる 

高齢期 ⚫ 日中は活動的に過ごし、夜間の睡眠の質を高める 

 

▶ 指標 

指標 現状値 目標値 

週労働時間が 60時間以上の人の割合 5.8％ ５％以下 

自分のこころが健康であると感じている人の割合 80.4％ 85％以上 

睡眠による休養を十分とれている人の
割合 

20～59歳 63.7％ 75％以上 

60歳以上 74.5％ 90％以上 

 

▶ 現状と課題 

・ 睡眠による休養が十分にとれていない人の割合は、第２次計画策定時から大きな

改善が見られませんでした。特に、中年者においては、睡眠時間が他の年代より

短く、睡眠による休養が十分にとれていない現状にあります。睡眠不足等の睡眠

の乱れは、疲労感をもたらすだけでなく、肥満、高血圧、糖尿病といった生活習慣

病の発症や精神的な健康度を悪化させる要因となることもあります。そのため、日

ごろから睡眠による十分な休養を心掛けられるよう、睡眠の重要性を理解してもら

えるような啓発活動が必要となります。 

・ 令和５年に中学生と高校生に行った調査では、朝、すっきりと目覚めることができ

ない日が「よくある」、「ときどきある」と回答した人は、中学生で 76.2％、高校生で

日常的に質・量ともに十分な睡眠を確保し、 

心身の健康を保つ 
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86.0％であり、適切な睡眠の習慣が身についていない可能性があります。その原

因の一つとして、スマートフォンをはじめパソコンやゲーム機といったデジタルデバ

イスの利用時間の長さが関係していることが考えられます。実際に、スマートフォン

等による通話やメール、アプリ、インターネットを使用している時間が 5 時間以上で

ある人が、中学生で 28.4％、高校生で 34.5％いることが確認されています。今後は、

良質な睡眠をとれるよう、睡眠や休養の重要性を啓発する必要があります。 

 

▶ 具体的な取組 

多様性社会推進課 健康講座、LGBTQ相談 

ふくし相談課 包括的支援事業、生活支援体制整備事業 

長寿課 

「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」事業、共生

社会の実現を推進するための認知症基本法、認知症介護勉強

会、認知症カフェ 

国保年金課 健康情報の普及啓発 

健康増進課 

メンタルヘルス研修の実施（市内事業所対象）、出前講座、ここ

ろの健康に関する普及啓発事業、自殺対策強化月間・自殺予

防週間普及啓発事業、ゲートキーパー養成講座、メンタルヘル

スに関する市民意識調査、睡眠に関する講演会、精神保健福

祉相談 

保育課 園児・保護者に対する保健指導・健康教育 

商工労政課 
岡崎商工会議所と共催でメンタルヘルスに関するセミナーを開

催 

学校指導課 保健体育の授業、学級活動での保健教育、学校保健委員会 

社会教育課 こころの問題における少年相談、子ども・若者育成支援事業 
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睡眠は、脳や身体の休養だけでなく、免疫機能の上昇や維持、記憶の定着、感情

の整理など、さまざまな重要な役割を果たしています。そのため、十分な睡眠を確保

することが大切です。 

適正な睡眠時間を確保できないと、健康を損なうリスクが高まることが報告されて

います。多くの研究を踏まえ、国のガイドラインでは、成人では６時間以上の睡眠時

間が目安となっており、高齢者では床上時間が８時間以上にならないように睡眠時間

を確保することを推奨しています。ただし、個々の睡眠時間には個人差があることも

知られています。良い睡眠を担保するには、睡眠の量だけでなく質を高めることも重

要です。 

睡眠の質を高めるポイントとしては、以下が挙げられます： 

・目覚めたら朝日を浴びること 

・寝る２～３時間前までに食事を済ませること 

・夕方以降はカフェインを控えること 

・喫煙をしないこと 

・日中適度な運動を行うこと 

・テレビ視聴やゲーム、スマートフォンやタブレットなどの電子機器の利用時間を 

減らすこと 

 

これらの方法を実践することで、夜に眠気が強まり、朝はスッキリと目覚める効果

が期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～健康ワンポイント コラム～ 
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分野⑤ たばこ 

▶ 目指す姿 

 

 

 

 

市民が意識すること 

乳幼児期 
⚫ たばこの害に関する正しい知識をもつ 

学齢期 

青年期 
⚫ たばこを吸わない（勧めない） 
⚫ たばこの害に関する正しい知識をもつ 

中年期 ⚫ たばこを吸わない（勧めない） 

⚫ 禁煙したいと思っている人が適切な方法で禁煙に取り組む 高齢期 

 

▶ 指標 

指標 現状値 目標値 

育児期間中の両親の喫煙率 
父親 23.3％ 21％以下 

母親 2.5％ ２％以下 

成人の喫煙率 
男性 14.6％ 11％以下 

女性 4.3％ ３％以下 

妊娠中に喫煙している人の割合 1.2％ ０％ 

喫煙している未成年者の割合 
中学３年生 0.5％ ０％ 

高校３年生 0.5％ ０％ 

 

▶ 現状と課題 

 成人の喫煙率は、第２次計画策定時に掲げた目標値（男性 19%以下、女性 5％以

下）を達成しており、これまでの事業の取組において、ある一定の成果がみえてい

ます。 

 未成年の喫煙は、将来の健康問題（がん、心筋梗塞、脳卒中、気管支炎等）が発

生するリスクが高くなります。中学３年生・高校３年生で喫煙者がわずかに存在し

ていることが見られたため、今後は喫煙者０％を目指した取組が必要になってきま

たばこの健康への影響についての知識を持ち、 

たばこの害から自分や周囲の人の健康を守る 
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す。喫煙者０％を目指した取組と併せて、現在喫煙していない未成年者が今後も

喫煙しないような教育等を実施していく必要があります。 

 

▶ 具体的な取組 

国保年金課 健康情報の普及啓発 

健康増進課 

教育現場等への出前講座、健康増進法改正に伴う啓発、喫煙

可能店の登録、禁煙外来のある診療所・病院の情報提供、が

ん検診受診時の COPD（慢性閉塞性肺疾患）に関する健康教

育、乳幼児健診時に配付するパンフレットでの啓発 

家庭児童課 母子健康手帳交付時の保健指導 

環境保全課 路上喫煙禁止区域の設定 

公園緑地課 分煙の実施 
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喫煙は、がんをはじめ、脳卒中や心疾患などの循環器系疾患、慢性閉塞性肺疾患

といった呼吸器系疾患、糖尿病など多くの生活習慣病の発症リスクを高めることが分

かっています。そのため、喫煙を予防することは、生活習慣病による死亡リスクを大き

く低下させることにつながります。 

 平成３０年の健康増進法改正をきっかけに、多くの施設で禁煙が進み、屋内の受

動喫煙対策が強化されてきました。禁煙を希望する方が適切な方法で禁煙に取り組

むためには、まず長期的な目標を持たず、失敗を恐れずに「とりあえずやってみる」と

いう気持ちで気楽に始めることが大切です。禁煙中に特に不安になるのは「離脱症状」

です。たばこを吸いたいという気持ちが何度も訪れてイライラすることが増えるかもし

れませんが、これは禁煙に向けた過程の一部であり、改善に向かっている証拠です。

ただし、一人で頑張るとストレスが溜まることがあるため、自分だけで抱え込まず、禁

煙外来などのサポートを受けながら禁煙を進めましょう。また、家族や友人など身近

な人たちに協力してもらう（相談する）のもいいでしょう。 

 
＜受動喫煙＞ 
人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされること。

（健康増進法第 28 条） 

 

 

 

 

 

 

  

～健康ワンポイント コラム～ 
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分野⑥ アルコール 

▶ 目指す姿 

 

 

 

 

市民が意識すること 

乳幼児期 
⚫ アルコールに関する正しい知識をもつ 

⚫ 飲酒をしない（飲ませない） 
学齢期 

青年期 

中年期 
⚫ 飲酒のリスクを踏まえ、飲みすぎない 

高齢期 

 

▶ 指標 

指標 現状値 目標値 

妊娠中に飲酒している人の割合 0.3％ ０％ 

飲酒している未成年者の割合 
中学３年生 3.5％ ０％ 

高校３年生 6.8％ ０％ 

生活習慣病のリスクを高める量
を飲酒している人の割合 

男性 11.4％ 10％以下 

女性 9.3％ ７％以下 

 

▶ 現状と課題 

 中学３年生・高校３年生で飲酒経験がある人がわずかに存在していることが見ら

れました。引き続き、未成年の飲酒者０％を目指した取組が必要になってきます。

また、第２次計画最終評価時の中高生へのアンケート結果によると、「お酒を飲ん

でみたい」と回答した者は、中学３年生・高校３年生ともに 50％を超えていたため、

飲酒０％を目指した取組と併せて、成人を迎えたときに適量の範囲で楽しく飲酒で

きるよう飲酒のリスクに関する正しい知識をもてる教育等を実施していく必要があ

ります。 

 妊娠中に飲酒している者がわずかに存在していることが見られました。妊娠中の

女性が完全に飲酒をやめるための啓発が必要となります。 

アルコールに関する正しい知識を持ち、 

適量の範囲で楽しく飲む 
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 生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をする人の割合は、第２次計画策定時から

改善されていますが、引き続き、飲酒の健康への影響や適切な飲酒方法について

啓発することが必要です。 

 

▶ 具体的な取組 

国保年金課 健康情報の普及啓発 

保健政策課 SNS等を活用した適正飲酒量等の啓発 

健康増進課 こころの健康に関する普及啓発事業 

家庭児童課 母子健康手帳交付時の保健指導 

社会教育課 青少年の健全育成に係る街頭補導 

 

 

 

 

 

成長段階にある未成年者の飲酒は、脳や肝臓などの臓器の機能が未熟であるた

め、アルコールの分解が成人よりも遅く、急性アルコール中毒を引き起こしやすくなり

ます。また、記憶力や学習能力の低下、脳の発達や骨の成長が妨げられることがあ

り、将来的には心臓病やがんのリスクが高まる可能性があります。 

妊娠中の飲酒は、少量でも胎児に深刻な健康リスクをもたらすことがあります。胎

児の脳や臓器の発達が阻害され、胎児性アルコール症候群という障害を引き起こす

可能性があることがわかっています。妊娠中は飲酒を避けることが重要であるため、

母親が飲酒しないという決断を、周りの家族、友人、医療従事者等がサポートするこ

とが大切です。 

高齢者の過度な飲酒は、高齢者における生活習慣病関連の疾患リスクを高めるこ

とがわかっています。特に、高齢者は体内の水分量が減少するため、酔いやすくなり

ます。適量の飲酒は、ストレス解消やコミュニケーションの促進、血行の改善など、良

い影響を与えることがあります。ただし、飲みすぎは体に悪影響を及ぼすため、お酒

の飲み方を見直し、上手にアルコールと付き合うことが重要です。 

 

アルコールの適量 1日 20g程度 

缶ビール（5％） 清酒（15％） ウイスキー（43％） 焼酎（25％） ワイン（12％） 

500ml 1缶 1合 ダブル 60ml 0.6合 グラス 2杯 

<胎児性アルコール症候群> 

妊娠中の母親の習慣的なアルコール摂取によって生じていると考えられている先天性疾患の一つ。 

～健康ワンポイント コラム～ 
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⑦ 歯と口の健康 

▶ 目指す姿 

 

 

 

市民が意識すること 

乳幼児期 
⚫ よくかんで食べる習慣を身につける 
⚫ 食事の後は、歯をみがく 

学齢期 

青年期 

中年期 ⚫ オーラルフレイルに関する知識を身につけ、口腔機能の維
持・向上に取り組む 

⚫ 毎食よくかんで食べる 高齢期 

 

▶ 指標 

指標 現状値 目標値 

仕上げみがきがされている１歳６か月児の割合 64.5％ 85％以上 

過去１年間に歯科健診を受けている人の割合 50.4％ 65％以上 

むし歯のない児の割合 
３歳児 92.0％ 95％以上 

12歳児 81.7％ 87％以上 

咀嚼良好者の割合（40～74歳） 80.9％ 87％以上 

歯周病を有する者の割合（40歳） 54.2％ 27％以下 

３歳児で口にためて飲み込まない・かまずに丸のみする
児の割合 

17.1％ 15％以下 

学校歯科医が健康教育を支援している小学校の割合 36.2％ 100％ 

オーラルフレイルを知っている人の割合（20歳以上） - 30％以上 
 

▶ 現状と課題 

 むし歯のない３歳児と 12歳児の割合は第２次計画策定時から改善され、80％を超

えています。乳幼児期・学齢期のむし歯予防は、永久歯の成長や全身の発育など

の健康維持に繋がるため、引き続き、むし歯のない子どもたちを増やすために、正

しい歯みがき習慣を身につける教育が必要です。 

歯と口の健康に関する知識を持ち、 
健口（けんこう）的な生活習慣を身につける 
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 高齢者の歯の健康は全身の健康と生活の質に直結します。歯を失うと食事が困

難になり、栄養不足や消化不良を招く可能性があります。アンケート調査によると、

何でも噛んで食べられる人は 60 歳代で 79.1％、70 歳・80 歳代で 67.9％と低くなっ

ています。歯を失う大きな原因である歯周病予防のため、歯みがきと定期的な歯

科健診を啓発する必要があります。現状、過去１年間に歯科健診を受けた人の割

合は 50.4％と第２次計画策定時から改善されていますが、受診者を増やし、正しい

知識を身につけるための継続的な取組が重要です。 

咀しゃくの状況 

 

 

 

 

 

 

 

χ2検定と残差分析 太字：有意に割合が高い、 下線：有意に割合が低い 
 

▶ 具体的な取組 

障がい福祉課 岡崎市心身障がい者歯科健診 

長寿課 「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」事業 

国保年金課 健康情報の普及啓発 

医療助成室 後期高齢者口腔機能健診 

保健政策課 おかざき健康子まめチャレンジ（歯みがき習慣の推進）の実施 

健康増進課 
子育て広場での巡回健康教育、歯科出前講座、イベントでの普及啓発

事業、妊婦教室での歯科講話、離乳食教室での歯科講話 

保育課 園児の歯科健診 
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何でもかんで食べることができる 一部噛めない食べ物がある

噛めない食べ物が多い 噛んで食べることはできない（％）

健康おかざき 21計画（第２次）最終評価（令和５年度） 
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「オーラルフレイル」という言葉を聞いたことがありますか？オーラルフレイルとは、噛

む、飲み込む、話すといった口腔機能が衰える状態を指し、老化のサインとされてい

ます。 

あなたの口腔機能をチェックしてみましょう。 

質問項目 該当 非該当 

自分の歯は何本ありますか 

※さし歯や金属をかぶせた歯は、自分の歯として数えます。イン

プラントは自分の歯として数えません。 

0～19本 20本以上 

半年前と比べて固いものが食べにくくなりましたか   

お茶や汁物等でむせることがありますか   

口の渇きが気になりますか   

普段の会話で、言葉をはっきりと発音できないことがありますか   

→５つの項目のうち、２つ以上に該当すると「オーラルフレイル」です。 

 

オーラルフレイルは老化の始まりです。放置すると全身のフレイル（虚弱）につなが

り、要介護状態となるリスクが高まります。 

毎日の歯みがきとお口の体操、歯科医院での定期健診で歯と口の健康を保ちまし

ょう。オーラルフレイルは早めに気づいて予防することが大切です。 

 

 

  

～健康ワンポイント コラム～ 
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分野① 歩く環境づくり 

▶ 目指す姿 

 

 

 

 

▶ 指標 

指標 現状値 目標値 

市公式ウォーキングアプリのダウンロード者数 11,679人 増加 

市公式ウォーキングアプリを定期的に 
使用している人の割合 

38.1％ 増加 

ウォーキングコースがある小学校区の数 
27学区 

（34 コース） 
47学区 

 

▶ 現状と課題 

・ 健康無関心層を含む多くの市民が、自然と歩きたくなるようなまちを目指していく

必要があります。現状、市民の約８割が日常生活でよく利用している移動手段は

自動車です。今後は、自動車の利用を控えるのではなく、上手く活用しながら日常

生活で歩く時間や頻度を増やしていく必要があります。 

・ 一方で、「まちなか、公園、川沿い等で、心地よく歩ける場所がある」と回答した人

が 65.5％、「歩いている人をよく見かける」と回答した人は 69.1％でした。これまで

に本市では、インセンティブを活用した無料ウォーキングアプリ（OKAZAKI♥まめぽ）

やウォーキングコースの整備を行ってきました。今後は、既存の資源を最大限に活

用し、健康無関心層を含む多くの市民がウォーキングアプリに参加できるような普

及啓発活動を行っていく必要があります。 

 

▶ 具体的な取組 

防犯交通安全課 ながら見守りの推進 

スポーツ振興課 
スポーツ大会等の開催、ニュースポーツの推進、学校体育施

設の開放 

生涯学習課 定期講座（長期・中期・短期）の実施 

長寿課 ごまんぞく体操、通いの場、老人クラブ支援業務 

基本方針Ⅱ 自然に健康になれる環境づくり 

誰もが毎日のライフスタイルの中で、 

歩くことを選択できる 



 
39 
 

観光推進課 
地域歴史観光コース造成活用事業、オーディオガイド活用事

業 

公園緑地課 
QURUWA エリア（籠田公園・中央緑道・桜城橋・乙川河川緑

地）の維持管理 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ウォーキングアプリ「OKAZAKI♥まめぽ」の提供■ 

 

 

 

 

日常の歩数が計測できる岡崎市公式ウォーキングアプ

リとして令和 2年３月に提供を開始し、アプリ内のお知

らせ機能等での健康づくり情報の配信も行っています。 
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快適な歩行空間を整備することで、まちを自然に歩きたくなり、心身の健康が高ま

ることがわかっています。岡崎市では、乙川リバーフロント地区にある豊富な公共空

間の各拠点を結ぶ主要な回遊導線「QURUWA」を整備し、誰もが歩いて楽しく、自転

車で回りやすく、また車でもアクセスしやすいまちを創出しています。 

 

 

QURUWA 地区では、歩行空間の整備に加え、子どもから大人まで誰もが楽しめる

アクティビティやイベントを開催し、賑わいを創出しています。家族や友人と一緒にぜ

ひ参加してみてはいかがでしょうか。 

 
＜QURUWA＞ 
乙川リバーフロント地区（ＲＦ地区）の名鉄東岡崎駅、乙川河川緑地、桜城橋、中央
緑道、籠田公園、りぶら、岡崎公園などの公共空間各拠点を結ぶ約 3 キロのまちの
主要回遊動線。かつての岡崎城跡の「総曲輪（そうぐるわ）」の一部と重なること、ま
た、動線が「Ｑ」の字に見えることから命名された。 

 

  

～健康ワンポイント コラム～ 
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分野② 地域コミュニティへの参加 

▶ 目指す姿 

 

 

 
 

▶ 目標・指標 

指標 現状値 目標値 

社会活動（就労・就学を含む）を行っている人の 
割合 

79.5％ 83％以上 

社会活動（就業又は何らかの地域活動）
を行っている人の割合 

65歳以上 60.6％ 67％以上 

（住んでいる）地域には、協力・相談や、頼ることが 
できる人がいると思う人の割合 

41.6％ 63％以上 

 

▶ 現状と課題 

・ 人と人とのつながりが強いまちは、心身の健康度が高い人が多いことから、地域

の人々とのつながりや様々な社会活動に参加していくことが重要です。令和５年に

行った調査によると、「自宅周辺の地域に、協力したり、相談したり、頼ることがで

きる人がいる」と回答した人が 41.6％、社会的活動（地域行事、老人クラブ活動、

自治体活動、ボランティア活動など）にいつもまたは時々参加している人が 43.1％

でした。今後は、人と地域とのつながりが少ない人に対して、健康づくりリーダーな

どの地域の既存の組織との連携を図った働きかけを検討するとともに、様々な社

会活動に参加してもらえるような支援策を検討します。 

 

 

 

 

 

 

  

地域で人とつながり、活動できる 
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▶ 具体的な取組 

防犯交通安全課 ながら見守りの推進 

スポーツ振興課 
スポーツ大会等の開催、ニュースポーツの推進、学校体育施設の開

放 

多様性社会推進課 健康講座 

生涯学習課 定期講座（長期・中期・短期）の実施 

ふくし相談課 
子ども食堂等の立ち上げ、継続支援、OK フードドライブの実施、包

括的支援事業、生活支援体制整備事業 

長寿課 

ごまんぞく体操、通いの場、「高齢者の保健事業と介護予防の一体

的な実施」事業、シルバー人材センター運用費補助業務、老人クラブ

支援業務、認知症介護勉強会、認知症カフェ 

健康増進課 子育て広場での巡回健康教育 
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分野③ 働き世代の健康づくり 

▶ 目指す姿 

 

 

 

 

▶ 目標・指標 

指標 現状値 目標値 

おかざき健康宣言事業所数 478事業所 増加 

働き世代の健康情報メール配信に登録している 
事業所数 

138事業所 増加 

 

▶ 現状と課題 

・ 仕事や子育てに忙しい世代は、自分の健康に気を遣う時間がなかなかありません。

実際に、30～50歳代は他の年代と比較しても、運動習慣がない者、質・量ともに十

分な睡眠を確保できていない者が多い状況にあります。１日の大半を過ごす職場

での健康管理の在り方が、自然と従業員の心身の健康増進・維持につながります。

本市では、健康経営に関心をもち、健康づくりに取り組む事業所が年々増えており、

今後も増えていくことが想定されています。市内の事業所が健康経営に取り組み

やすい支援が必要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

どの職場でも自然と楽しく健康づくりを 

実践できる 

■「働き世代の健康情報」メール配信■ 

 

 

 

 

市内事業所のうち、健康づくりに関する情報提供を希望する

事業所に対し、月 1 回程度働き世代向けの健康づくり情報を

送付しています。 
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▶ 具体的な取組 

国保年金課 特定健康診査・特定保健指導、生活習慣病重症化予防事業 

保健政策課 

おかざき健康宣言事業所の認定・おかざき健康宣言優良事業

所の表彰、働き世代の健康情報（企業への情報提供）、地域職

域保健連絡会議 

健康増進課 

出前講座、特定給食施設における指導・啓発、メンタルヘルス

研修の実施、こころの健康に関する普及啓発事業、自殺対策

強化月間・自殺予防週間普及啓発事業、ゲートキーパー養成

講座、メンタルヘルスに関する市民意識調査、教育現場等へ

の出前講座、禁煙外来のある診療所・病院の情報提供、歯科

出前講座、がん検診の土日開催や子宮がん検診時の託児事

業、全国健康保険協会愛知支部との協働による被扶養者への

がん検診案内通知 

建設企画課 自転車を活用した健康意識の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■おかざき健康宣言認定事業・おかざき健康宣言優良事業所表彰事業■ 

 
全国健康保険協会愛知支部と連携し、健康宣言事業に取り組んでいる市内

事業所をおかざき健康宣言事業所として認定し、特に優秀な取組をしている

事業所を優良事業所として表彰しています。 
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分野④ 食環境づくり 

▶ 目指す姿 

 

 

 

 

▶ 目標・指標 

指標 現状値 目標値 

管理栄養士・栄養士を配置している特定給食施設数 47.3％ 52％以上 

食生活改善推進員数 91人 110人 

食に関する健康づくりに協力する店舗の数 107店舗 増加 

 

▶ 現状と課題 

・ 健康的な食生活を送れる人の多くは、健康づくりへの関心が高い人々です。しかし

ながら、現実には、健康づくりへの関心が低い人や、日々の忙しさやストレスで健

康に関心を持つ余裕がない人も多く存在します。こうした人々にも健康的な食生活

を実現してもらうためには、誰もが自然に健康に必要な食事内容や量を選択でき

るような食環境づくりを整えていく必要があります。 

・ 食環境づくりを進めていくためには、健康づくりへの関心が低い人や関心を持つ余

裕がない人への支援が必要であり、行政だけでなく、地域の関係者や民間企業の

協力も不可欠です。現在、食生活改善推進員が 91 人、食に関する健康づくりに協

力する店舗数が 107 店舗あります。今後は、さらなる食生活改善推進員の増加や、

食に関する健康づくりに協力する店舗数を増やすための協力体制を整えていく必

要があります。 

▶ 具体的な取組 

多様性社会推進課 家庭参画講座 

ふくし相談課 
生活困窮者等のための地域づくり事業（子ども食堂・OK フードド

ライブ） 

保健政策課 
三河武士ごはんの提供、健康づくりサポート施設 健康気配りメ

ニュー提供施設の登録、野菜を食べよう大作戦の実施 

健康増進課 
出前講座、特定給食施設における指導・啓発、食生活改善推進

員の養成及び活動支援 

保育課 園児・保護者に対する栄養・食生活全般についての指導 

  

誰もが自分のライフスタイルに合った、 
健康的な食事を選択できる 
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資料編 
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１ 用語集 

あ行 

インセンティブ 直訳すると、誘因・刺激・励み等の意。地域や職域の健康無関心層

に対して、健康づくりへのきっかけ及び取組の継続につながるような

報酬を与えること。（厚生労働省：個人の健康づくりに向けたインセン

ティブを提供する取組に係るガイドライン） 

オーラルフレイル 口の機能低下、食べる・飲み込む機能の障害、さらには心身の機能

低下（全身のフレイル、要介護状態）まで繋がる可能性のある「口の

ささいな衰え」のこと。（第２期愛知県歯科口腔保健基本計画） 

か行  

虚血性心疾患 血流が一時的に悪化することにより、発症する心臓疾患。狭心症や

心筋梗塞など。 

ゲートキーパー 地域や職場の身近なところで、自殺のサインに気づき、見守り、必要

に応じて関係する専門相談機関へつなぐ役割が期待できる人。 

健口（けんこう） 歯と口の健康を表す造語。 

健康格差 地域や社会経済状況の違いによる集団間の健康状態の差。 

健康寿命 健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間。 

健康増進法 国民の健康増進を図り国民保健の向上を目的とした法律。生活習

慣病を防ぐため栄養改善だけでなく運動・飲酒・喫煙などの生活習

慣の改善を通じて健康増進を図る。（平成15年５月施行） 

健康無関心層 自身の健康状態や健康維持・促進に対して関心を持たない、または

関心が低い人々のこと。これらの人々は、定期的な健康診断や運

動、食事管理といった健康的な行動を意識的に取ることが少なく、健

康リスクの認識が低いことが特徴。 

健康日本21(第三次) 全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現

に向け、誰一人取り残さない健康づくりの展開とより実効性をもつ取

組の推進を通じて、国民の健康の増進の総合的な推進を図るため

の基本的な事項を示し、令和６年度から令和17年度までの「二十一

世紀における第三次国民健康づくり運動」として国が推進するもので

ある。（令和５年５月厚生労働大臣告示） 

骨粗しょう症 骨密度が低下し、骨が脆くなり、骨折しやすくなる病気。主に加齢に

伴って発症しやすく、特に閉経後の女性に多く見られる。 

高齢化率 総人口に占める65歳以上人口の割合。 

（65歳以上人口÷総人口×100） 

さ行 
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歯肉炎 歯を支えている歯肉（歯ぐき）が炎症を起こして赤く腫れる状態。 

収縮期血圧 血液は心臓のポンプ機能によって全身に送られており、心臓が収縮

した時に指し示す最大血圧を収縮期血圧と呼ぶ。最も高い血圧であ

るため、「上の血圧」とも呼ばれている。 

主食・主菜・副菜 「主食」とは、米、パン、めん類などの穀類で、主としてエネルギーの

供給源となるもの。「主菜」とは、魚や肉、卵、大豆製品などを使った

料理で、主としてたんぱく質の供給源となるもの。「副菜」とは、野

菜、海藻、きのこなどを使った料理で、主食と主菜に不足するビタミ

ン、ミネラル、食物繊維などを補う役割を果たすもの。これらをそろえ

て食べるとバランスよく食事ができる。 

職域 仕事の場、職場領域。 

食育 生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべき

もの。様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を

習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てること。  

食生活改善推進員 自分にできる健康づくりを実践するとともに、地域の健康問題の解決

に向かって、市の栄養士や保健師などと共に、地域ぐるみで食生活

を通した健康づくりをすすめているボランティア。  

身体活動・運動 「身体活動」は安静にしている状態よりも多くエネルギーを消費する

全ての動き。「運動」は、スポーツやフィットネスなどの健康・体力の

維持・増進を目的として計画的・意図的に行われるもの。 

生活習慣病 食習慣、運動習慣、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症、進行に

関与する疾患群のこと。（糖尿病、高血圧症、脂質異常症など） 

生活の質 人間らしい生活や自分らしい生活を送り、人生に幸福を見出してい

るか、ということを尺度としてとらえる概念。 

た行  

低栄養 健康的に生きるために必要な量の栄養素（たんぱく質やエネルギー

など）が不足している状態。 

適正飲酒 健康によいとされる適量を適正な方法で飲酒すること。厚生労働省

が推進する「健康日本21」によると「節度ある適度な飲酒」は、一日

平均純アルコールにして約20ｇ程度であるとされている。 

特定健康診査・特定保健

指導 

糖尿病等の生活習慣病の予防のために、メタボリックシンドロームの

概念を導入した健診と保健指導。 平成20年４月から、高齢者の医

療の確保に関する法律により定められたもので、健康保険組合や国

民健康保険などの医療保険者に対し、40～74歳の被保険者を対象

に実施することが義務づけられた。メタボ健診。  

特定給食施設 健康増進法第20条第1項に定義されている「特定かつ多数の者に対
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して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要な1回100

食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設」。（岡崎市HP） 

な行  

年齢調整死亡率 人口構成の異なる集団間で死亡率を比較するために、一定の基準

人口にあてはめて補正した死亡率。 

脳血管疾患 脳血管の異常が原因で起こる病気の総称。脳出血・くも膜下出血・

脳梗塞など。 

は行  

標準化死亡比 標準的な年齢構成を対象地域に当てはめ、計算で予測される死者

数と実際の死者数を比較したもの。この値が100を超える疾患は全

国平均より死亡率が高く、100未満の場合は全国平均より死亡率が

低いと判断する。 

は行 

平均寿命  ０歳児が平均して何年生きられるのかを表した統計値。  

プラーク 歯垢。う蝕や歯周病の原因となるため、毎日の口腔ケアで取り除くこ

とが必要。 

ま行  

まめ吉 健康おかざき21計画のマスコットキャラクターとして平成18年12月に

誕生。その後、岡崎市健康・食育キャラクターとして健康づくりに関す

る情報を紹介している。マメ科の男の子で推定５歳。市民公募で名

づけられた名前は、三河弁で元気、健康を意味する「まめ」に暮らす

ことに由来する。 

メタボリックシンドローム  内臓脂肪型肥満に加え、「高血糖」「高血圧」「脂質異常」の危険因

子のうち２つ以上をあわせ持った状態。内臓脂肪症候群ともいう。  

や行  

有病者 ある時点における疾病をもつ者のこと。 

ら行  

ライフコースアプローチ 生涯を通じて健康を維持するために、胎児期から高齢期に至るまで

を経時的に捉えて健康づくりを支援する考え方。 

ライフステージ 人の一生を、乳幼児期・学齢期・青年期・中年期・高年期などに区切

った、それぞれの段階。 

アルファベット  

ＢＭＩ（体格指数） Body Mass Index：肥満度を判定する基準。 

ＢＭＩ＝体重（㎏）／身長（ｍ）２（18.5未満：やせ、18.5～25未満：普

通、25以上：肥満と判定） 
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ＣＯＰＤ 

（慢性閉塞性肺疾患） 

たばこの煙等の有害物質を長期に吸入することで生じる肺の炎症性

疾患。咳、痰、息切れなどを主訴に緩やかに呼吸障害が進行する。

かつては肺気腫、慢性気管支炎とされていた疾患を含む。 

Smart Wellness City（SWC） ウエルネス（健幸：個々人が健康かつ生きがいを持ち、安心安全で

心豊かな生活を営むこと）をまちづくりの中核に位置付け、住民が健

康で元気に幸せに暮らせる新しい都市モデル。 
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３ 岡崎市健康基本条例  

令和元年 10月 1日 

条例第 20号 

健康は、いつの時代であっても何物にもかえがたい財産で、人々の生涯にわたる大きな願いで

あり、希望あふれるまちづくりの礎となるものである。 

近年、少子高齢化や疾病構造の変化が進む中で、健康寿命の延伸や健康格差の縮小を図

り、誰もが健康を手に入れられる社会の構築が求められている。 

このような状況の中、市民一人一人が自らの健康に関心を持ち、健康づくりに主体的に取り組

むとともに、社会が一体となって健康づくりを推進するための環境を整備していくことが重要であ

る。 

そこで、健康づくりについて、基本理念を明らかにするとともに、必要な事項を定めることによ

り、市民が健やかに安心して暮らすことができる社会の実現を目指し、この条例を制定する。 

(目的) 

第 1条 この条例は、健康づくりについて、その基本理念を定め、市民、市及び議会の責務を明

らかにするとともに、その推進のための基本的事項を定めることにより、市民一人一人が健康

的に生活できる社会の実現に寄与することを目的とする。 

(定義) 

第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 健康づくり 心身の健康の維持及び増進を図ることをいう。 

(2) 市民 市内に居住する者又は市内に勤務し、若しくは在学する者をいう。 

(3) 関係団体 医療機関、教育機関、事業者その他市内において健康づくりに携わる団体をい

う。 

(基本理念) 

第 3条 健康づくりは、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。 

(1) 市民一人一人が生涯にわたり健やかで安心して暮らすことができるよう、自らの健康につ

いて積極的に関心を持ち、主体的に取り組むこと。 

(2) 市民、市及び議会がそれぞれの責務を踏まえ、関係団体を含むあらゆる主体と相互に連

携を図りながら、心豊かで活力ある社会の実現に向けて、まちづくりと一体となって取り組む

こと。 

(市民の責務) 

第 4条 市民は、基本理念にのっとり、健康づくりへの理解と関心を深めるよう努めるものとする。 

2 市民は、自らの健康状態に応じた健康づくりに主体的に取り組むよう努めるものとする。 

3 市民は、市又は関係団体が実施する健康づくりに関する活動に参加するよう努めるものとす

る。 

(市の責務) 
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第 5条 市は、基本理念にのっとり、健康づくりに関する施策を策定し、及び計画的かつ効果的に

実施するものとする。 

2 市は、市民、議会及び関係団体に対し、健康づくりに関する情報提供を行い、健康づくりに関

する意識の醸成を図るものとする。 

3 市は、健康づくりに関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

(議会の責務) 

第 6条 議会は、基本理念にのっとり、健康づくりに関する調査等により、施策の進捗状況につい

て監視及び検証を行うものとする。 

2 議会は、市が単独で又は関係団体と連携して実施する健康づくりに関する活動に協力するも

のとする。 

(連携) 

第 7条 市は、国及び県その他の地方公共団体並びに関連する研究機関等と連携し、健康に配

慮したまちづくりを推進するものとする。 

(健康に配慮したまちづくりの推進) 

第 8条 市は、基本理念にのっとり、健康に配慮したまちづくりの推進を図るため、次の施策を講

ずるものとする。 

(1) 市民の運動の習慣化を促進するための健康づくりに関すること。 

(2) 生涯にわたる健康づくりを可能とするための多様な地域交流及び社会参加のできる環境

の整備に関すること。 

(3) 歩きやすく、歩きたくなる環境の整備に関すること。 

(4) 前 3号に掲げるもののほか、健康に配慮したまちづくりの推進に関すること。 

(健康増進計画) 

第 9条 市長は、健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、健康増進法(平

成 14年法律第 103号)第 8条第 2項に規定する市町村健康増進計画(以下「健康増進計画」

という。)を策定するものとする。 

2 市長は、健康増進計画を策定するに当たっては、市民及び関係団体の意見を反映するものと

する。 

3 市長は、健康増進計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。 

4 市長は、健康増進計画の実施について、計画の評価を行い、及びその評価の内容を公表する

ものとする。 

附 則 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

2 この条例の施行の際現に策定されている健康おかざき 21計画は、第 9条第 1項の規定によ

り策定された健康増進計画とみなす。 
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